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 ＊要領とは食肉等流通合理化総合対策事業（牛せき柱適正管理等推進事業）実施要領を指します。

平成１６年７月２８日から一般廃棄物処理基準に従って適正に処理する場合に限り、一般廃棄物収集運搬業の許可業者以外の者が一般廃棄物となった牛せき柱の収集又は運
搬の業を行うことができるようになりました。
なお、この場合にあっても、一般廃棄物となった牛せき柱の処分（焼却）については、市町村、市町村から委託された業者又は一般廃棄物処分業の許可業者において行う必要
があります。

牛せき柱を分離し適正に処理していることを証する書面

電子マニフェストシステムを利用して牛せき柱の処分を管理している場合は、センターより提供されるマニフェ
スト情報を添付します。

牛せき柱を分離した者自身が所有する施設において処分（焼却）する場合は、廃棄物処理法施行令第６条第１
項第２号イの産業廃棄物の処分の基準に従って行う必要があります。

　要領別添１の管理ファイルの牛せき柱を処分した日ごとに添付します。  

産業廃棄物の焼却設備は、廃棄物処理法施行規則第１条の７に規定されています。（要領別添５の焼却設備
設置状況報告書でこの規定に適合していることを報告する必要があります。）

自己焼却

月ごとに発行されている場合は、牛せき柱を処分した日ごとに牛せき柱の重量が記載又は添付されたもの。

市町村、市町村から委託された業者、一般廃棄物処理業の許可業者が発行したもの。
月ごとに発行されている場合は、牛せき柱を処分した日ごとに牛せき柱の重量が記載又は添付されたもの。

廃棄物処理
法上の区分

処分の内訳

化製処理又は焼却

添付する資料

＊ドラム缶焼却炉は対象となりません。

　マニフェスト（D票）の写し

　牛せき柱焼却報告書（正本）

焼却

　牛せき柱を処分した日の牛せき柱の重量が記載又は添付された手数料の領収書の写し

　牛せき柱を処分した日の牛せき柱の重量が記載又は添付された牛せき柱焼却報告書（正本）

有料ごみ処理券等については、牛せき柱の適正処理に関する第３者の確認書又は写真等が添付されたもの。

市町村、市町村から委託された業者、一般廃棄物処理業の許可業者が発行したもの。


